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別添４ 安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） 

 

受入れ機関では多くの最先端技術が研究されており、特に大学では国際化によって留学生や外
国人研究者が増加する等により、先端技術や研究用資材・機材等が流出し、大量破壊兵器等の開
発・製造等に悪用される危険性が高まってきています。そのため、受入れ機関が本プログラムを
含む各種活動を行うにあたっては、軍事的に転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵
器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、受入れ機関
による組織的な対応が求められます。 

 
日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(以下「外為法」という。)に基づ

き輸出規制(※)が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)
しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為法をはじ
め、国の法令・指針・通達等を遵守してください。関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場
合には、法令上の処分・罰則に加えて、JST 支援金の配分の停止や、JST 支援金の配分決定を取り
消すことがあります。 

 
※ 現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御

工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、
原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨
物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需要者要件又はインフォーム
要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)の 2 つから
成り立っています。 

 
貨物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を非居住者

（特定類型（※２）に該当する居住者を含む。）に提供する場合や、外国において提供する場合に
は、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試
料・試作品などの技術情報を、紙・メールや CD・DVD・USB メモリなどの記憶媒体で提供する
ことはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支
援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制
対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。 本プログラムを通じて取得した
技術等を提供しようとする場合、又は本プログラムの活用によりすでに保有している技術等を提
供しようとする場合についても、規制対象となる場合がありますのでご留意ください。 

 
※２ 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法

第 25 条第 1 項及び外国為替令第 17 条第 2 項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又
は行為について」1.(3)サ①～③に規定する特定類型を指します。 

 
外為法に基づき、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を行う場合には、

安全保障貿易管理の体制構築を行う必要があります（※３）。本プログラムにおいて、本プログラ
ムを通じて取得した貨物・技術であって、外為法の輸出規制に当たる貨物・技術を輸出（提供）
する予定又は意思がある場合には、JST と実施協定書を締結する受入れ機関には、外為法第 55 条
の 10 第１項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守できる体制を有していること（応募時点にお
いて遵守できる体制を有していない受入れ機関においては、輸出（提供）を行う日又は実施期間
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終了日のいずれか早い方までに「輸出者等遵守基準」を遵守できる体制を構築できること）を本
プログラムへの応募要件として求めます。また、本プログラムを通じて取得した技術等について
外為法に係る規制違反が判明した場合には、契約の全部又は一部を解除する場合があります。 

 
※３ 輸出者等は外為法第 55 条の 10 第 1 項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守する義務

があります。また、ここでの安全保障貿易管理体制とは、「輸出者等遵守基準」にある管理体制を
基本とし、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を適切に行うことで未然に
不正輸出等を防ぐための組織の内部管理体制を言います。 
 

なお、上記の予定又は意思の有無に関わらず、申請に当たり、全ての受入れ機関は、安全保障
貿易管理への対応状況等、必要事項を安保様式１（安全保障貿易管理への対応状況報告書）に記
載し提出してください。また、上記の予定又は意思を有していて、応募時点で当該体制を有して
いない受入れ機関においては申請に当たり、安保様式１（安全保障貿易管理への対応状況報告書）、
及び安保様式２（輸出（提供）を行う日又は実施期間終了日のいずれか早い方までに当該体制を
構築する旨の誓約書）の提出を求めます。これらの資料については、経済産業省の求めに応じて、
経済産業省に報告する場合がありますのでご了解ください。 

 
経済産業省等のウェブサイトで、安全保障貿易管理の詳細が公開されています。詳しくは下記をご参

照ください。 

 経済産業省：安全保障貿易管理(全般) 
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 
 

 経済産業省：安全保障貿易管理ハンドブック 
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf 

 
 経済産業省：安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用) 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/guidance5.pdf 
 
 一般財団法人安全保障貿易情報センター 

http://www.cistec.or.jp/index.html 
 

 外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び外国為替令第 17 条第 2 項の規定に基づき許可を要
する技術を提供する取引又は行為について 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t10kaisei/ekimu__tutatu.pdf  
 

 外国ユーザーリスト 
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law00.html#userlist 


